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第１ 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

 わが国の障がい福祉制度は、平成１５年４月に従来の「措置制度」から「支援費制度」

に転換されることにより、行政がサービスの利用先や内容を決めていたものが、障がいの

ある方の自己決定に基づきサービスを利用できるようになりました。 

 その後、平成１８年４月に「障害者自立支援法」が施行され、障がい種別ごとに異なっ

ていたサービス体系を一元化するとともに、障がいの状態を示す全国共通の尺度「障害程

度区分」（現在は「障害支援区分」）が導入されました。 

 さらに、平成２５年４月に「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という。）」となり、障がい者の

範囲に難病等が追加されるなどしました。 

 第５期厚真町障がい福祉計画は、「障害者総合支援法」第一条の二に掲げられている「障

害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無

にかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるもので

あるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障

害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援

を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかにつ

いての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない

こと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、

総合的かつ計画的に行わなければならない。」という基本理念を実現するため、また、平成

３０年度から施行される障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、

障害児福祉計画の策定が義務付けられること等を踏まえ、障害者総合支援法第８８条及び

改正児童福祉法第３３条の２０に基づき、国の定める基本指針（平成１８年厚生労働省告

示第３９５号：平成２９年３月３１日改正）（以下、「基本指針」という。）に即し、業務が

円滑に実施できるよう、「障害福祉サービス」、「相談支援」、「地域生活支援事業」、「障害児

通所支援」、「障害児相談支援」等の提供体制の確保に係る目標、種類ごとの必要な量の見

込み等を定めるものです。 
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２ 計画の位置付け 

 この計画は、「障害者総合支援法」第８８条に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福

祉法第３３条の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」を一帯の計画として策定するもの

です。 

 

３ 計画の対象者 

 この計画の対象者は下記のとおりです。 

  ○障害者：障害者総合支援法に規定される下記の方 

・身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者 

・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち１８歳以上である者 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障

害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発達障害者を

含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）

のうち１８歳以上である者 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものに

よる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって１８歳以上である

もの 

  ○障害児：児童福祉法第４条第２項に規定される下記の方 

（児童福祉法において、「児童」とは、満１８歳に満たない者） 

・身体に障害のある児童 

・知的障害のある児童 

・精神に障害のある児童（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条

第２項に規定する発達障害児を含む） 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４条

第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度

である児童 

 

４ 計画の期間 

 この計画は、平成３０年度から平成３２年度までの３年間を計画期間とします。 

 

５ 計画期間中の見直しについて 

 計画期間内における制度改正や社会情勢の変化などにより、必要な場合は適宜計画の見

直しを行うこととします。 
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第２ 障がい者・児の状況 

 

１ 身体障がい者・児の状況 

 身体障害者手帳の所持者数は、平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）３０１人

です。平成２５年度末（平成２６年３月３１日現在）と比較して微増傾向にあります。 

 

■身体障害者手帳所持者 

区 分 平成２８年度末 平成２５年度末 

肢体不自由 ２１５ ２０９ 

聴覚障がい ２８ ２６ 

視覚障がい ９ １０ 

音声・言語・咀嚼障がい ０ ０ 

内部障がい ４９ ４７ 

合 計 ３０１ ２９２ 

人口に占める割合 ６．４６％ ６．２０％ 

 

 

２ 知的障がい者・児の状況 

 療育手帳の所持者数は、平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）６１人です。平

成２５年度末（平成２６年３月３１日現在）と比較してほぼ横ばいの傾向です。 

 

■療育手帳所持者 

区 分 平成２８年度末 平成２５年度末 

療育手帳 Ａ判定 ３０ ２８ 

療育手帳 Ｂ判定 ３１ ３２ 

合 計 ６１ ６０ 

人口に占める割合 １．３１％ １．２７％ 
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３ 精神障がい者・児の状況 

 精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）

１１人です。平成２５年度末（平成２６年３月３１日現在）と比較してほぼ横ばいの状況

です。 

 自立支援医療（精神通院）受給者数は、平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）

３７人です。平成２５年度末（平成２６年３月３１日現在）と比較してこちらもほぼ横ば

いの状況です。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者 

区 分 平成２８年度末 平成２５年度末 

１級 ２ 

１２ ２級 ８ 

３級 １ 

合 計 １１ １２ 

人口に占める割合 ０．２４％ ０．２５％ 

 

■自立支援医療（精神通院）受給者 

区 分 平成２８年度末 平成２５年度末 

自立支援医療（精神通院）受給者 ３７ ３６ 

合 計 ３７ ３６ 

人口に占める割合 ０．７９％ ０．７６％ 
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第３ 障害福祉サービス等の数値目標 

 

１ 平成３２年度の数値目標 

 障がい者・児の自立を支援する観点から、次のような数値目標を設定しています。 

 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

地域生活移行者数  １人 平成２９年３月３１日の施設入所

者数のうち、平成３２年度末におい

て９％以上の者が、施設入所からグ

ループホーム等の地域生活へ移行

することを基本として、地域の実情

を踏まえて設定 

施設入所者数 ３２人 ３１人 

施設入所者の 

減少見込数 
 １人 

平成３２年度末の施設入所者数が、

平成２９年３月３１日の施設入所

者から２％以上減少することを基

本として、地域の実情を踏まえて設

定 

施設入所者数 ３２人 ３１人 

 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

協議の場の設置 無し 有り 

平成３２年度末までに全ての市町

村ごとに保健・医療・福祉関係者に

よる協議の場を設置することを基

本とする 

 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

地域生活支援拠点

等の整備（箇所） 
１箇所 １箇所 

地域生活支援拠点については、東胆

振圏域地域生活支援拠点事業に関

する協定書（苫小牧市・白老町・厚

真町・安平町・むかわ町）に基づき、

平成２８年４月から苫小牧市に事

業の実施を委託しています 
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（４）福祉施設から一般就労への移行目標 

①一般就労移行者数 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

年間一般就労移行

者数 
０人 １人 

平成３２年度において就労移行支

援事業等を通じて、一般就労する者

の数 

特別支援学校卒業者等や就労移行

支援事業所利用者の状況等を踏ま

えて算定 

※平成２８年度の一般就労への移

行実績の１．５倍以上とすることを

基本として、これまでの実績及び地

域の実情を踏まえて設定 

 

②就労移行支援事業所利用者数 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

就労移行支援事業

所利用者数 
１人 １人 

平成３２年度末の就労移行支援事

業所利用者数が、平成２８年度利用

者数から２割以上増加することを

基本として、地域の実情を踏まえて

設定 

 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備 

①重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスの確保 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

ア 児童発達支援

事業所 
０箇所 １箇所 

平成３２年度末までに市町村内に

確保予定の事業所数 イ 放課後等 

デイサービス 
０箇所 １箇所 

 

②医療的ケア児が適切な支援を受けられるための体制確保 

項 目 
数 値 

備 考 
平成２８年度 平成３２年度 

ア 協議の場の 

設置 
無し 有り 

 

イ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの 

配置人数 
０人 １人 

市町村におけるコーディネーター

の必要人数 
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第４ 障害福祉サービス等の必要見込量 

 

１ 障害福祉サービスの必要見込量 

 

（１）日中活動系サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

療養介護 人／月 ２ ２ ２ 

生活介護 人／月 ３６ ３６ ３６ 

自立訓練（機能訓練） 人／月 ０ ０ ０ 

自立訓練（生活訓練） 人／月 ０ ０ ０ 

自立訓練（宿泊型） 人／月 ０ ０ ０ 

就労移行支援 人／月 １ １ １ 

就労継続支援Ａ型 人／月 ０ ０ ０ 

就労継続支援Ｂ型 人／月 １１ １２ １３ 

就労定着支援 人／月 ０ ０ ０ 

短期入所（福祉型） 人／月 １ １ １ 

短期入所（医療型） 人／月 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護及び日常生活の支援を行います。 

生活介護 
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障がいのある方などに対して、理学療法、作業療法、必要なリハビ

リテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、自立した日常生活を営

むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行い

ます。 

宿泊型 

自立訓練 

知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、居室その他の設備を利

用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活

等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。 

就労移行支援 
就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談

や支援を行います。 

就労継続支援 

Ａ型 

企業等に就労することが困難な方に対して、雇用契約に基づく生産活動

の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行いま

す。 

就労継続支援 

Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある方に対し、生産

活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練など

を行います。 

就労定着支援 
一般就労に移行した方について、就労に伴う生活面の課題に対し、必要

な連絡調整や指導・助言等を行います。 

短期入所 
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入

浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
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（２）居住系サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

自立生活援助 人／月 ０ ０ ０ 

共同生活援助 人／月 １５ １５ １５ 

施設入所支援 人／月 ３２ ３２ ３２ 

 

【サービスの内容】 

自立生活援助 

定期的に利用者の居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はないか、

公共料金や家賃に滞納はないか、体調に変化はないか、通院しているか、

地域住民との関係は良好か、などについて確認を行い、必要な助言や医

療機関等との連絡調整を行います。 

共同生活援助 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行いま

す。 

施設入所支援 
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行い

ます。 

 

 

（３）訪問系・その他サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

居宅介護 人／月 １ １ １ 

重度訪問介護 人／月 ０ ０ ０ 

同行援護 人／月 ０ ０ ０ 

行動援護 人／月 ０ ０ ０ 

重度障害者等包括支援 人／月 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要と

する方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支

援などを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報

の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するた

めに必要な支援や外出支援を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に

行います。 
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（４）相談支援の必要見込量 

サービス種別 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

計画相談支援 人／年度末月 ６ ６ ６ 

地域移行支援 人／年 ０ ０ ０ 

地域定着支援 人／年 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

計画相談支援 

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案

を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとと

もに、サービス等利用計画の作成を行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設等を退所する障がい者等を対象として、地域移行支援計

画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機

関との調整等を行います。 

地域定着支援 
居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制

を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 

 

 

（５）障害児支援サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

児童発達支援 人／月 ０ ０ ０ 

医療型児童発達支援 人／月 ０ ０ ０ 

放課後等デイサービス 人／月 ４ ３ ３ 

保育所等訪問支援 人／月 ０ ０ ０ 

居宅訪問型児童発達支援 人／月 ０ ０ ０ 

福祉型障害児入所施設 人／月 ０ ０ ０ 

医療型障害児入所施設 人／月 ０ ０ ０ 

障害児相談支援 人／年度末月 １ １ １ 

 

【サービスの内容】 

児童発達支援 

地域の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の

指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための

訓練を行います。福祉サービスに併せて治療を行うのが医療型です。 

放課後等 

デイサービス 

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中におい

て、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 

保育所等 

訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対し

て、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支

援を提供します。 

障害児 

入所施設 

障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要

な知識や技能の付与を行う施設です。 

障害児 

相談支援 

障がい児が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成

し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行

います。 
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２ 地域生活支援事業の必要見込量 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

理解促進研修・啓発事業 実施数 １ １ １ 

 

【サービスの内容】 

障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障がい者等の理解を深めるための研修・啓発等を行います。 

 

 

（２）自発的活動支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

自発的活動支援事業 実施数 １ １ １ 

 

【サービスの内容】 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、そ

の家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

 

 

（３）相談支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

障害者相談支援事業 実施個所 １ １ １ 

基幹相談支援センター 設置数 １ １ １ 

市町村相談支援事業機能強化事業  実施数 ０ ０ ０ 

住宅入居等支援事業 実施数 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

相談支援事業 
障がい者等、障がい児の保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な

情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行います。 

基幹相談支援 

センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門

的な相談支援の実施等を行います。 

市町村相談 

支援事業 

機能強化事業 

市町村における相談支援事業が適性かつ円滑に実施されるよう、一般的

な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員

を市町村等に配置することにより、相談支援機能の強化を図ります。 

住宅入居等 

支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等

の理由により入居が困難な障がい者等に対し、入居に必要な調整等に係

る支援を行います。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

成年後見制度利用支援事業  人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め

られる障がい者等に対し、成年後見制度の利用を支援します。 

 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

成年後見制度法人後見支援事業  実施数 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を

整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 

 

 

（６）意思疎通支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業  人 ０ ０ ０ 

手話通訳者設置事業 人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

聴覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者等

の派遣等を行います。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

種別 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

介護訓練支援用具 件数 ０ ０ ０ 

自立生活支援用具 件数 ０ ０ ０ 

在宅療養等支援用具 件数 ０ ０ ０ 

情報・意思疎通支援用具 件数 ０ ０ ０ 

排泄管理支援用具 件数 １４４ １４４ １４４ 

居宅生活動作補助用具 件数 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行い

ます。 

 

【日常生活用具の種類】 

種別 日常生活用具 

介護訓練支援用具 
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、 

移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド 

自立生活支援用具 

入浴補助用具、便器、歩行補助杖（Ｔ字杖又は棒状の一本杖）、 

移動・移乗支援用具（手すり・スロープ等）、頭部保護帽、 

特殊便器、火災報知機、自動消化器、電磁調理器、 

歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 

在宅療養等 

支援用具 

透析液加湿器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、 

酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計 

情報・意思疎通 

支援用具 

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、 

点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、 

視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、 

盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、 

人口喉頭、点字図書 

排泄管理支援用具 蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつ等、収尿器 

居宅生活動作 

補助用具 

居宅生活動作補助用具（住宅改修） 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

手話奉仕員養成研修事業 人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙
ご い

及び手話表現技術を習得した者を養成しま

す。 

 

 

（９）移動支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

移動支援事業 人 ５ ４ ４ 

 

【サービスの内容】 

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行います。 

 

 

（１０）地域活動支援センター事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

地域活動支援センター事業  人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜

を図ります。 

 

 

（１１）その他の事業 

日中一時支援事業 

サービス名 単位 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

日中一時支援事業 人 ２ １ １ 

 

【サービスの内容】 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい

者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援します。 
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第５ 計画推進のための具体的な取り組み 

 

１ 住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる共生社会の実現 

  障がい福祉に関する制度等の理解や周知を図るとともに、障がいのある人のニーズや

相談内容に応じて、各種福祉サービス等の紹介、福祉サービス事業者との連絡調整等の

支援を行い、障がいのある人やご家族等の日常生活や社会参加を支援することで、障が

いの有無にかかわらず、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる共生社会を目指

します。 

 

２ 福祉施設入所者の地域生活・一般就労への移行 

  福祉施設や入所者のサービス等利用計画を作成する計画相談支援事業所の担当者等と

連携をとり、福祉施設入所者で地域生活・一般就労への移行を希望される方について、

本人の意向を尊重しながらサービスの調整等を支援します。 

 

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を支援する、保健・医療・福祉関

係者による協議の場の設置については、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域で

の設置でも差し支えないとされていることから、北海道や東胆振圏域４市町（苫小牧市・

白老町・安平町・むかわ町）と連携し、設置を検討します。 

 

４ 地域生活支援拠点等の整備 

  地域生活支援拠点については、東胆振圏域地域生活支援拠点事業に関する協定書（苫

小牧市・白老町・厚真町・安平町・むかわ町）に基づき、平成２８年４月から苫小牧市

に事業の実施を委託していますが、今後も地域生活支援拠点事業所と連携を取りながら、

障がいのある人の高齢化・重度化等に対応します。 

 

５ 障がい児支援の提供体制の整備 

  重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスの確保につ

いては、地域における課題を整理し検討します。医療的ケア児が適切な支援を受けられ

るための体制確保については、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与

した上での、圏域での設置でも差し支えないとされていることから、北海道や東胆振圏

域４市町（苫小牧市・白老町・安平町・むかわ町）と連携し、設置を検討します。 

 

第６ 計画の推進体制 

 

 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の各年度のサービスの状況や、数値目標の達成状況

等を把握し、点検、評価するとともに、厚真町地域自立支援協議会からの意見を踏まえな

がら、事業を実施していきます。 
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